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縦覧用 

 

 犬山市農業委員会総会議事録   

 

１．令和７年２月２６日午後２時００分犬山市役所２階２０２・２０３

会議室に於いて犬山市農業委員会を招集した。 

 

１．総会の議案は別紙農業委員会総会議案一覧表のとおりである。 

 

１ ． 当 日 の 出 席 委 員 は 次 の と お り で あ る 。  

 １番  田中  幸子    ２番   宮田  孝   

 ３番  小川  豊    ４番  齋藤  ゆみ   

 ５番   安田  勝明    ６番  斉木  一吉   

 ７番  宮島  直也    ８番  宮地  勝則   

 ９番   河村  修   １０番   田中  隆   

 

１ ． 本 日 会 議 に 出 席 し た 職 員 は 次 の と お り で あ る 。  

事  務  局  長  山崎  直人  事務局次長 宮田  隆志  

統  括  主  査  大川  佳紀  主  任  主  査  北野  研吾  

主事  中川  碧    

 

１．総会の顛末は次のとおりである。 

 

１．午後２時００分、宮地会長が議長席につき、１０名が出席につき会

議は成立する旨を述べ開会を宣す。 

 次 に 議 事 録 署 名 者 ２ 名 の 指 名 を 行 う 。  

 ４番  齋藤  ゆみ   ６番  斉木  一吉  



- 2 - 

縦覧用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

縦覧用 

 

議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議案一覧表に基づき、第５号議案から第８号議案を

上程します。  

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

では説明させていただきます。  

議議案書１ページをご覧ください。第５号議案、農地法第３

条の規定による許可申請書許可決定についてです。  

議案書の２ページをご覧ください。番号１番。申請事由は営

農規模拡大です。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は申請地の隣地に居住しております。譲渡人は高齢の

ため営農が困難で、以前から利用権を設定し申請地を耕作して

いた譲受人に相談したところ、譲受人が耕作、管理することで

話がまとまったため本申請となりました。  

本申請地は、令和４年から譲受人が利用権を設定して耕作し

ております。利用権の設定時に当時の農業委員と事務局で面談

を行っており、現在も適切に耕作、管理していることを確認し

ております。  

 

続いて番号２番。申請事由は法人として犬山市で農業を行う

ためです。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は名古屋市の法人です。譲渡人は相続により申請地を

取得しましたが、農業機械がなく、耕作できる人を探していた

ところ、犬山市で営農を検討していた譲受人と話がまとまった

ため本申請となりました。  

本申請は譲受人が法人となっており、犬山市で法人が農地を

取得するのは初めてとなっております。法人名義で農地の所有
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権を取得するためには、法人が農地所有適格法人の要件を満た

す必要がございます。農地所有適格法人とは、農地の権利を取

得し、農業を行う事ができる法人で、要件について農地法に定

められており、主たる業務が農業かどうか、出資者の過半が農

業関係者か、法人の役員等の農業従事状況などで判断します。

また、農地所有適格法人が農地の権利を取得した後は、毎年度

申請地の耕作等について農業委員会へ報告する必要がありま

す。農業委員会が報告を受けた際には、申請地の耕作状況や法

人の事業内容から農地所有適格法人の要件を満たしているかを

確認し、愛知県へ報告することになっております。  

譲受人である法人は、農地所有適格法人の要件を満たしてお

ります。また、楽田地区担当の農業委員や推進委員、会長と面

談を行い、申請地の耕作は法人の代表者が主となって行うこと

や、申請地ではほうれん草やジャガイモを耕作すること、申請

地の隣接農地所有者や耕作者と調整をし、周辺農地の営農に支

障が出ないよう配慮することなど申請地の適切な管理が可能な

ことを確認しております。また、申請地の一部は農作業を委託

することになっております。農作業の委託については、委託先

の農作業に関する技術を勘案することとされており、本申請は

市内認定農業者へ作業委託をするため、支障なしと考えており

ます。  

 

議案書３ページをご覧ください。第６号議案、農地法第５条

の規定による許可申請書意見決定についてです。  

議案書４ページをご覧ください。番号１番。転用の目的は住

宅の建築です。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は一宮市に住んでおります。申請地の北側隣接地には

父母の居住する実家があり、今後父母の面倒が見られるよう、

申請地に住宅を建築するため本申請となりました。  
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本申請地は市街化調整区域ですが、都市計画法第３４条第１

１号に基づいて市が条例により規制を緩和している区域にあた

るため、一般住宅の建築が可能になっております。  

地図資料の１６ページを御覧ください。申請地の雨水は集水

桝で集めて西側道路側溝へ排水します。汚水は浄化槽にて処理

をし、雨水とともに西側道路側溝へ排水します。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は裏面左側１２番、エ

－（ア）－ｂ－（ｂ）、街区に占める宅地の割合が４０％を超

えている区域にある農地で第３種農地に該当します。許可基準

は右側の３６番、エ－（イ）、許可をすることができる、に該

当します。  

 

続いて番号２番。転用の目的は太陽光発電施設の設置です。  

 

【議案説明】  

 

譲受人は、あま市に本社を置き、岐阜県の東濃から中西濃付

近にかけて太陽光発電事業を営む法人です。今回、事業の拡大

に伴い新たに太陽光発電施設を設置する計画がありました。本

申請地は、国道４１号や小牧北ＩＣに近く、犬山市付近にも太

陽光発電施設を所有しており、申請地の保守点検が行いやすい

ため本申請となりました。  

地図資料の２４ページを御覧ください。申請地の周囲は土留

めを設置し、土砂や雨水の流出を防ぎます。また、雨水は表面

貯留後に最終桝で集水し、西側道路側溝へ放流します。汚水排

水はありません。  

農地区分表をご覧ください。農地区分は裏面左側７番、オ－

（ア）－ｂ、エー（ア）－ｂ－（ａ）の区域に近接する区域に

ある農地で、その規模が概ね１０ｈａ未満であるもので、第２

種農地に該当します。許可基準は右側の３４番、オ－（イ）－

ｂ、イ－（イ）－ｃ、ｄ、ｇ、ｈのいずれかに該当する場合に

該当します。本申請は表面右側の１０番、イ－（イ）－ｃ－
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（ｅ）、住宅その他申請地周辺居住者の日常生活上又は業務上

必要な施設で集落に接続して設置されるものに該当します。  

 

議案書の５ページをご覧ください。第７号議案、農地法第２

条第１項の農地に該当しない旨の証明願についてです。  

議案書の６ページをご覧ください。番号１番  

 

本 件 は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 に 事 務 局 と 楽 田 地 区 担 当 の 農 業

委 員 、 推 進 委 員 で 現 地 の 確 認 を 行 い ま し た 。 申 請 地 は 既 に 草 や

竹 が 生 い 茂 っ て お り 原 野 と な っ て お り ま す 。 周 囲 に 農 地 は な

く 、 北 側 隣 地 は 山 林 で 、 申 請 地 の 北 側 に は 木 々 や 竹 が 生 え て お

り 、 耕 作 が 困 難 で 農 業 上 の 利 用 が 見 込 め な い 土 地 で す 。 ま た 、

機 械 等 で 農 地 と し て 再 生 す る こ と は 困 難 な 状 況 の た め 、 非 農 地

であると見込まれます。  

 

議案書の７ページをご覧ください。第８号議案、農業振興地

域整備計画変更に伴う農業委員会の意見決定についてです。  

 

整 理 番 号 １ 番 。 申 出 者 は 、 主 に 医 療 機 関 等 の 経 営 や 業 務 受

託 、 食 堂 や 飲 食 店 の 経 営 等 を 行 う 法 人 で す 。 申 出 者 は 現 在 、 犬

山 市 内 な ど 医 療 事 務 等 を 業 務 受 託 し て お り 、 治 療 後 の リ ハ ビ リ

テ ー シ ョ ン が 必 要 と さ れ て い る こ と や 、 愛 知 県 ト ラ ッ ク 事 業 健

康 保 険 組 合 か ら ド ラ イ バ ー の 腰 痛 対 策 を 相 談 さ れ て い る こ と か

ら鍼灸接骨院が必要と考えて本計画をすることとなりました。  

２ ペ ー ジ の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 県 道 一 宮 犬

山 線 へ の ア ク セ ス が 容 易 で 来 院 者 の 利 便 性 が 高 く 、 近 隣 の 住 宅

か ら の 来 院 者 も 見 込 ま れ 、 鍼 灸 接 骨 院 を 建 築 す る 場 所 と し て 最

適 な 場 所 で あ る と 考 え 、 こ の 場 所 で の 建 築 を 計 画 す る こ と と な

り ま し た 。 付 図 ８ 号 の と お り 申 出 地 の 北 側 の 一 部 は 宅 地 、 西 側

と 南 側 は 住 宅 が あ り 、 申 出 地 は 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 で あ る と 判

断 し て い ま す 。 ま た 、 北 側 の 一 部 及 び 東 側 は 農 用 地 区 域 に 面 し

て い ま す が 、 次 の 整 理 番 号 ２ の 案 件 の 申 出 地 で あ り 、 申 出 地 の
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北 側 を 流 れ る 既 存 の 水 路 は 残 置 す る た め 、 周 辺 の 農 作 業 へ の 支

障 は 軽 微 と 認 め ら れ ま す 。 ま た 、 申 出 地 の 耕 作 者 は 認 定 農 業 者

で す が 、 経 営 面 積 全 体 に 占 め る 除 外 面 積 の 割 合 は ２ ％ で あ り 、

今後の利用集積への支障は軽微であると判断しています。  

５ ペ ー ジ 目 の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 の 雨 水 は 透

水 性 ア ス フ ァ ル ト で 浸 透 さ せ 、 浸 透 し き れ な い 場 合 は 地 下 貯 留

浸 透 施 設 で 処 理 し ま す 。 ま た 、 汚 水 排 水 は 南 側 の 公 共 下 水 道 へ

接 続 す る た め 、 土 地 改 良 施 設 へ の 支 障 は 及 ぼ さ な い も の と 判 断

しています。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 、 都 市 計 画 法 、 特 定 都 市 河

川浸水被害対策法の許可見込みがあることを確認しています。  

整理番号１番の説明は以上です。  

 

続 い て 整 理 番 号 ２ 番 。 申 出 者 は 、 整 理 番 号 １ の 申 出 者 と 同 じ

法人です。  

申 出 者 は 、 今 後 の 経 営 の 安 定 化 を 図 る た め に も 飲 食 店 経 営 の

拡 大 を 考 え て お り 、 整 理 番 号 １ の 鍼 灸 接 骨 院 の 建 築 に 伴 っ て 、

そ の 利 用 者 や 周 辺 住 民 の 集 客 が 見 込 ま れ る 立 地 で あ る こ と か

ら、申出地での店舗の建築を計画しました。  

１ ０ ペ ー ジ 目 の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 県 道 一

宮 犬 山 線 へ の ア ク セ ス が 容 易 で 利 用 者 の 利 便 性 が 高 く 、 近 隣 の

住 宅 か ら の 利 用 者 も 見 込 ま れ 、 店 舗 を 建 築 す る 場 所 と し て 最 適

な場所であると考え、建築を計画することとなりました。  

申 出 地 は ２ か 所 に 分 か れ て お り 、 そ の 間 に 整 理 番 号 １ の 鍼 灸

接 骨 院 の 建 築 計 画 が あ り ま す 。 そ れ 以 外 の 周 囲 は 宅 地 等 で 囲 ま

れ て お り 、 申 出 地 は 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 で あ る と 判 断 し て い ま

す 。 申 出 地 の 耕 作 者 の う ち の １ 人 は 認 定 農 業 者 で あ り ま す が 、

経 営 面 積 全 体 に 占 め る 除 外 面 積 の 割 合 は ０ ． ７ ％ で あ り 、 今 後

の利用集積への支障は軽微である判断しています。  

１ ４ ペ ー ジ 目 の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 の 雨 水 は

透 水 性 ア ス フ ァ ル ト で 浸 透 さ せ 、 浸 透 し き れ な い 場 合 は 整 理 番

号 １ の 土 地 の 地 下 貯 留 浸 透 施 設 で 処 理 し ま す 。 ま た 、 汚 水 排 水
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は 南 側 の 公 共 下 水 道 へ 接 続 し 、 土 地 改 良 施 設 へ の 支 障 は 及 ぼ さ

ないものと判断しています。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 、 都 市 計 画 法 、 特 定 都 市 河

川 浸 水 被 害 対 策 法 の 許 可 見 込 み が あ る こ と を 確 認 し て い ま す 。  

整理番号２番の説明は以上です。  

 

続 い て 整 理 番 号 ３ 番 。 申 出 者 は 、 申 出 地 の 西 隣 り の 住 宅 に 居

住 す る 個 人 で す 。 申 出 者 は 自 宅 の 進 入 路 と し て 申 出 地 に 接 す る

土 地 を 使 用 し て い ま す が 、 間 口 が ２ ｍ と 狭 く 、 ガ ー ド レ ー ル と

フ ェ ン ス に 挟 ま れ て い る た め 、 車 両 の 出 入 り が 困 難 か つ 危 険 な

状 態 と な っ て い ま す 。 ま た 、 自 宅 敷 地 内 の 駐 車 場 ま で の 通 路 も

狭 小 で あ り 、 申 出 地 に 越 境 し な い と 進 入 が 困 難 な 状 況 の た め 、

申 出 地 を 取 得 し て 敷 地 を 拡 張 し 、 安 全 を 確 保 す る た め に 本 申 出

を行うこととなりました。  

１ ８ ペ ー ジ 目 の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 西 側 と

南 側 が 宅 地 と な っ て お り 、 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 と 判 断 し て い ま

す 。 申 出 地 の 北 側 と 東 側 は 農 用 地 区 域 に 面 し て い ま す が 、 申 出

地 を 除 外 し て も 周 辺 の 農 地 の 地 形 的 連 続 性 を 損 な わ な い こ と か

ら 、 農 作 業 へ の 支 障 は 軽 微 と 認 め ら れ ま す 。 農 地 利 用 集 積 計 画

を 確 認 し た と こ ろ 、 申 出 地 に お い て 利 用 集 積 を し て い る 担 い 手

は お ら ず 、 利 用 権 の 設 定 も な い こ と か ら 、 今 後 の 利 用 集 積 へ の

支障はないものと判断しております。  

２ １ ペ ー ジ 目 の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 東 側

農 地 と の 間 に コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク と フ ェ ン ス を 設 置 し て 土 砂

等 の 流 出 を 防 止 し ま す 。 雨 水 は 、 現 在 と 変 わ ら ず 自 然 浸 透 に よ

り 処 理 し ま す 。 こ の た め 、 土 地 改 良 施 設 へ の 支 障 は 及 ぼ さ な い

ものと判断しております。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 の 許 可 見 込 み が あ る こ と を

確認しています。  

 整理番号３番の説明は以上です。  

 

続 い て 整 理 番 号 ４ 番 。 申 出 者 は 、 薬 局 の 経 営 等 を 行 う 営 む 法
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人 で 、 愛 知 県 内 で ２ ０ 店 舗 以 上 の 調 剤 薬 局 を 開 設 し て い ま す 。

経 営 拡 大 の た め 愛 知 県 内 で の 出 店 を 検 討 し て い た と こ ろ 、 申 出

地 北 側 に 診 療 所 の 建 築 計 画 が あ る こ と を 知 り 、 医 療 機 関 と の 連

携を考えて本申出を行うこととなりました。  

２ ４ ペ ー ジ 目 の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 市 道 富

岡 荒 井 線 に 面 し て 利 用 者 の 利 便 性 が 高 い 場 所 で あ り 、 申 出 地 北

側 に 建 築 予 定 の 診 療 所 と 連 携 し て 効 率 的 に 事 業 を 実 施 で き 、 集

客 も 見 込 め る こ と か ら 、 調 剤 薬 局 の 建 築 に 最 適 な 場 所 で あ る と

判 断 し ま し た 。 申 出 地 は 、 東 側 が 宅 地 と な っ て お り 、 北 側 は 診

療 所 の 建 築 予 定 地 と な っ て い る た め 、 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 と 判

断 し て い ま す 。 申 出 地 の 西 側 と 南 側 は 農 用 地 区 域 に 面 し て い ま

す が 、 申 出 地 を 除 外 し て も 周 辺 の 農 地 の 地 形 的 連 続 性 を 損 な わ

ないことから、農作業への支障は軽微と認められます。  

農 地 利 用 集 積 計 画 を 確 認 し た と こ ろ 、 申 出 地 に お い て 利 用 集

積 を し て い る 担 い 手 は お ら ず 、 利 用 権 の 設 定 も な い こ と か ら 、

今後の利用集積への支障はないものと判断しています。  

２ ７ ペ ー ジ 目 の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 の 北 側 と

西 側 と 南 側 に は 擁 壁 等 を 設 置 し て 農 地 や 水 路 へ の 土 砂 等 の 流 出

を 防 止 し ま す 。 雨 水 は 、 透 水 性 ア ス フ ァ ル ト に よ り 浸 透 さ せ 、

汚 水 雑 排 水 は 東 側 の 公 共 下 水 道 へ 排 水 し ま す 。 こ の た め 、 土 地

改良施設への支障は及ぼさないものと判断します。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 、 都 市 計 画 法 の 許 可 見 込 み

があることを確認しています。  

整理番号４番の説明は以上です。  

 

続 い て 整 理 番 号 ５ 番 、 本 件 は 是 正 案 件 で 、 現 地 は 既 に 駐 車 場

と な っ て い ま す 。 農 振 除 外 や 農 地 転 用 を 行 わ ず に 事 業 を 実 施 し

て ま っ た ケ ー ス は 以 前 に も あ り ま し た が 、 こ の よ う な 場 合 、 原

則 と し て は 原 状 復 旧 を 行 い 農 地 に 戻 す 指 導 を 行 い ま す 。 た だ

し 、 本 来 正 当 に 手 続 き し て い れ ば 除 外 可 能 で あ っ た と 判 断 さ れ

る ケ ー ス で 、 違 反 状 況 と な っ た こ と に つ い て 悪 意 が な く て 、 原

状 復 旧 す る こ と に よ り 事 業 や 利 用 者 の 生 活 に 大 き な 支 障 が あ る
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よ う な ケ ー ス で 、 や む を 得 な い と 考 え ら れ る 場 合 は 、 今 回 の よ

う な 是 正 案 件 と い う 形 で 除 外 申 出 な ど を 進 め る こ と と な り ま

す 。 建 設 計 画 は 、 駐 車 場 ３ ６ 台 分 の 整 備 で す 。 申 出 者 は 、 包 装

用 資 材 の 販 売 製 造 等 を 営 む 法 人 で 、 変 更 す る 土 地 の 近 く に 営 業

所 及 び 倉 庫 を 構 え て い ま す 。 申 出 者 は 平 成 １ ２ 年 に 現 在 の 場 所

に 犬 山 営 業 所 を 開 設 し 、 平 成 １ ３ 年 に 申 出 地 を 賃 借 し て 使 用 を

始 め ま し た 。 申 出 地 は 当 時 既 に 砂 利 敷 き と な っ て い た た め 農 地

と は 知 ら ず に 使 用 し て い ま し た が 、 こ の 度 、 農 用 地 区 域 内 の 農

地 で 、 農 地 関 連 法 令 の 手 続 き が さ れ て い な い こ と を 知 り 、 是 正

を図るため本申出をすることとなりました。  

３ ２ ペ ー ジ 目 の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 赤 線 で 囲 ま れ 斜 線

と な っ て い る 部 分 が 申 出 地 で す 。 申 出 地 の 北 東 側 に 、 ２ ０ ０ ｍ

程 の 非 常 に 近 い 場 所 に 申 出 者 の 犬 山 営 業 所 が あ り 、 従 業 員 ３ ６

名 分 の 駐 車 場 と し て 使 用 し て い る た め 、 従 業 員 の 通 勤 の 負 担 な

ど を 考 慮 す る と 必 要 性 が 高 い 場 所 で す 。 犬 山 営 業 所 の 近 く の 農

用 地 区 域 以 外 の 場 所 へ の 移 転 も 含 め 代 替 地 を 検 討 し ま し た が 、

駐 車 場 と し て 整 備 可 能 な 土 地 は 、 所 有 者 の 同 意 を 得 る こ と が 出

来 な か っ た た め 移 転 を 断 念 し て 除 外 申 出 を 行 う こ と と し た も の

で、必要性と妥当性があると判断しています。  

申 出 地 は 、 東 は 農 地 と 隣 接 し て い ま す が 、 北 は 申 出 者 の 駐 車

場 、 西 は 道 路 、 南 は 駐 車 場 に 隣 接 し て い る た め 、 農 用 地 区 域 の

周 辺 部 に あ た る と 判 断 し て い ま す 。 ま た 、 申 出 地 の 除 外 後 も 現

状 と 変 わ り な く 周 辺 の 耕 作 に 影 響 は な い た め 、 農 業 経 営 へ の 支

障はないと判断しています。  

申 出 地 は 現 在 既 に 駐 車 場 と し て 使 用 さ れ て い る た め 耕 作 者 は 存

在 せ ず 、 今 後 の 利 用 集 積 に は 支 障 は な い も の と 判 断 し て お り ま

す。  

３ ５ ペ ー ジ の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 現 在 、 駐

車 場 と し て 使 用 さ れ て お り 、 申 出 地 か ら の 汚 水 排 水 は な く 、 雨

水 は 砕 石 敷 に よ り 自 然 浸 透 で 排 水 し 、 土 砂 流 出 対 策 と し て 周 囲

に コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク が 設 置 さ れ て い ま す 。 以 上 の 点 か ら 土

地改良施設への支障は及ぼさないものと判断します。  
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ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 の 許 可 見 込 み が あ る こ と を

確認しております。  

整理番号５番の説明は以上です。  

 

３ ７ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 整 理 番 号 ６ 番 、 本 件 も 是 正 案 件

で 、 現 地 は 既 に 駐 車 場 と な っ て い ま す 。 申 出 者 は 、 申 出 地 の 所

有 者 で 、 申 出 地 の 東 側 隣 地 で 共 同 住 宅 を 運 営 す る 個 人 で す 。 申

出 者 は 申 出 地 を 相 続 し 、 登 記 簿 を 確 認 し た と こ ろ 地 目 が 畑 と

な っ て い る こ と が 判 明 し ま し た 。 申 出 者 が 確 認 し た と こ ろ 、 共

同 住 宅 は 、 平 成 １ ３ 年 頃 に 建 築 さ れ て お り 、 当 時 の 詳 し い 事 情

は 不 明 で し た が 、 申 出 地 が 農 用 地 区 域 内 の 農 地 で 、 農 地 関 連 法

令 の 手 続 き が さ れ て い な い 状 態 で あ る こ と を 知 り 、 こ の 駐 車 場

が な く な る と 住 人 の 生 活 に 支 障 が 生 じ る た め 、 是 正 を す る た め

本申出をすることとなりました。  

３ ８ ペ ー ジ 目 の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 北 側 と

東 側 は 宅 地 で あ り 、 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 に あ た り ま す 。 西 側 と

南 側 は 農 用 地 の 畑 と な っ て い ま す が 、 申 出 地 の 除 外 後 も 現 状 と

変 わ り な く 周 辺 の 耕 作 に 影 響 は な い た め 、 農 業 経 営 へ の 支 障 は

ないと判断しています。  

農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 確 認 し た と こ ろ 、 申 出 地 周 辺 に お い て

利 用 集 積 し て い る 担 い 手 は い な い こ と か ら 、 今 後 の 利 用 集 積 へ

の支障はないものと判断しています。  

４ １ ペ ー ジ 目 の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 現 在 、

駐 車 場 と し て 使 用 さ れ て お り 、 申 出 地 か ら の 汚 水 排 水 は な く 、

雨 水 は 申 出 地 内 の 側 溝 か ら 、 西 側 隣 地 の 水 路 を 通 じ て 北 側 の 道

路 側 溝 へ 排 水 し ま す 。 ま た 、 土 砂 流 出 対 策 と し て 周 囲 に 擁 壁 等

が 設 置 さ れ て い る 。 以 上 の 点 か ら 土 地 改 良 施 設 へ の 支 障 は 及 ぼ

さないものと判断しています。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 の 許 可 見 込 み が あ る こ と を

確認しています。  

整理番号６番の説明は以上です。  
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４ ３ ペ ー ジ 目 を ご 覧 く だ さ い 。 整 理 番 号 ７ 番 。 申 出 者 は 、 主

に合成樹脂製品の製造を行う法人である。  

 売 り 上 げ は コ ロ ナ 禍 前 よ り 継 続 し て 伸 び 続 け 、 利 益 も こ こ 数

年 高 水 準 で 推 移 し て お り 、 現 在 、 小 牧 市 に あ る ２ つ の 工 場 で 製

造 を 行 っ て い ま す が 、 受 注 の 増 加 に 伴 い 新 工 場 の 建 築 が 必 要 と

な り ま し た 。 申 出 地 は 、 計 画 を 実 現 す る た め の 面 積 や 現 工 場 か

ら の 距 離 な ど 良 好 な 条 件 で あ り 、 現 工 場 の 近 隣 で 主 要 な 取 引 先

も 近 く 、 市 道 富 岡 荒 井 線 へ の ア ク セ ス も 良 い た め 、 本 申 出 を す

ることとなりました。 

４ ５ ペ ー ジ の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 東 側 と 南

側 の 一 部 に 住 宅 が あ り 、 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 と 判 断 し て い ま

す 。 申 出 地 の 北 側 と 西 側 は 農 用 地 区 域 に 面 し て お り ま す が 、 申

出 地 を 除 外 し て も 周 辺 の 農 地 の 地 形 的 連 続 性 を 損 な わ な い こ と

から、農作業への支障は軽微と認められます。  

ま た 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 確 認 し た と こ ろ 、 申 出 地 及 び そ

の 周 辺 に お い て 、 耕 作 者 の う ち １ 名 が 認 定 農 業 者 で す が 、 経 営

面 積 ３ ８ ． ７ ８ ｈ ａ の う ち ０ ． ０ ５ ｈ ａ を 転 用 す る も の で 、 農

業経営への支障は軽微と認められます。  

４ ８ ペ ー ジ の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 の 東 側 と 南

側 に は コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク を 設 置 し て 農 地 や 水 路 へ の 土 砂 等

の 流 出 を 防 止 し ま す 。 雨 水 は 、 透 水 性 ア ス フ ァ ル ト に よ り 浸 透

さ せ 、 大 雨 時 の 対 策 と し て 南 東 側 に 集 水 桝 を 設 置 し て 、 東 側 排

水 路 へ の 排 水 を 可 能 と し ま す 。 事 業 実 施 の 際 に 製 造 所 や 貯 蔵 所

で 危 険 物 第 ４ 類 第 ３ 石 油 類 を 扱 い ま す が 、 安 全 対 策 の ほ か 所 内

に 防 液 堤 ・ 配 管 ・ 集 積 桝 を 設 置 し て 流 出 を 防 止 し 、 産 業 廃 棄 物

と し て 処 理 を 行 う た め 、 水 路 等 へ の 排 出 は あ り ま せ ん 。 こ の た

め、土地改良施設への支障は及ぼさないものと判断します。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 、 都 市 計 画 法 、 特 定 都 市 河

川浸水被害対策法の許可見込みがあることを確認しています。  

整理番号７番の説明は以上です。  

 

５ ５ ペ ー ジ 目 を ご 覧 く だ さ い 。 整 理 番 号 ８ 番 。 申 出 者 は 、 主
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に 金 属 加 工 用 切 削 工 具 等 の 製 造 、 販 売 等 を 行 う 法 人 で す 。 申 出

者 の 製 造 す る セ ラ ミ ッ ク 工 具 は 高 い 耐 熱 性 を 持 ち 、 航 空 機 エ ン

ジ ン や 自 動 車 の デ ィ ス ク ブ レ ー キ の 加 工 な ど で 需 要 が 大 き く 、

現 在 間 借 り し て い る 工 場 で は 手 狭 に な り 対 応 が 困 難 に な っ た こ

と か ら 、 新 工 場 の 建 築 を 計 画 す る こ と と な り ま し た 。 申 出 地

は 、 計 画 を 実 現 す る た め の 面 積 や 本 社 か ら の 距 離 な ど 良 好 な 条

件 で あ り 、 国 道 ４ １ 号 や 名 古 屋 高 速 道 路 小 牧 北 Ｉ Ｃ 、 東 名 高 速

道 路 小 牧 Ｉ Ｃ へ の ア ク セ ス も 良 い た め 、 最 適 な 場 所 と 判 断 し て

本申出をすることとなりました。  

５ ９ ペ ー ジ の 付 図 ８ 号 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 は 、 南 側 が 住

宅 街 と な っ て お り 、 農 用 地 区 域 の 周 辺 部 と 判 断 し て い ま す 。 申

出 地 の 北 側 と 東 側 と 西 側 は 農 用 地 区 域 に 面 し て い ま す が 、 申 出

地 の 区 画 全 部 を 除 外 す る た め 、 周 辺 の 農 地 の 地 形 的 連 続 性 を 損

なわないことから、農作業への支障は軽微と考えられます。  

農 用 地 利 用 集 積 計 画 を 確 認 し た と こ ろ 、 申 出 地 及 び そ の 周 辺

に お い て 、 耕 作 者 の う ち ３ 名 が 認 定 農 業 者 で す が 、 そ れ ぞ れ 経

営 面 積 ４ ． ７ ｈ ａ の う ち ０ ． ４ ｈ ａ 、 ３ ９ ． ９ の う ち ０ ． ５ ｈ

ａ 、 ３ ８ ． ３ ｈ ａ の う ち ０ ． ０ ３ ｈ ａ を 転 用 す る も の で 、 農 業

経営に大きな支障を及ぼすことはないと判断しています。  

６ ５ ペ ー ジ の 利 用 計 画 図 を ご 覧 く だ さ い 。 申 出 地 の 周 囲 に は

擁 壁 等 を 設 置 し て 土 砂 等 の 流 出 を 防 止 し ま す 。 雨 水 は 、 透 水 性

ア ス フ ァ ル ト に よ り 浸 透 さ せ 、 大 雨 時 の 対 策 と し て 南 側 に 雨 水

貯 留 浸 透 施 設 を 設 置 し ま す 。 汚 水 雑 排 水 は 西 側 の 公 共 下 水 道 へ

排 水 し ま す 。 下 水 本 管 へ の 排 出 基 準 を 満 た さ な い 事 業 用 排 水 に

つ い て は 、 産 業 廃 棄 物 と し て 処 理 を 行 い 、 下 水 な ど へ は 排 出 し

ません。  

ま た 、 現 在 申 出 地 内 を 通 っ て い る 排 水 路 は 、 付 け 替 え を 行

い 、 申 出 地 北 側 か ら 西 側 を 回 っ て 南 側 で 既 存 の 排 水 路 へ 合 流 し

て 排 水 し ま す 。 こ の た め 、 土 地 改 良 施 設 へ の 支 障 は 及 ぼ さ な い

ものと判断しています。  

ま た 、 他 法 令 に つ い て は 、 農 地 法 、 都 市 計 画 法 、 特 定 都 市 河

川浸水被害対策法の許可見込みがあることを確認しています。  
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整理番号８番の説明は以上です。  

 

議案の説明は以上です。  

 

た だ い ま 事 務 局 か ら ５ 号 議 案 か ら ８ 号 議 案 ま で の 説 明 が あ り

ま し た 。 こ れ ら に つ い て 質 問 と か ご 意 見 が あ る 方 、 挙 手 を お 願

いいたします。  

 

私から１ついいですか。  

第 ５ 号 議 案 の 整 理 番 号 １ 番 、 営 農 規 模 拡 大 の た め に 所 有 権 移

転 と い う こ と で 、 先 ほ ど の 説 明 で す で に 申 請 地 で 耕 作 を し て

ら っ し ゃ る と い う 方 だ そ う で す が 、 営 農 規 模 の 拡 大 と 言 う か ら

に は 、 今 回 の 申 請 地 の 一 部 が 継 続 で 一 部 が 新 規 だ と い う 理 解 で

よろしいですか。  

 

会 長 の 質 問 に お 答 え し ま す 。 お っ し ゃ る 通 り で し て 、 申 請 地

の 一 部 は 、 令 和 ４ 年 か ら 利 用 権 を 設 定 し て お り ま す 。 譲 受 人 が

３ 年 間 申 請 地 の 一 部 を 耕 作 し て お り 、 こ の 先 も 耕 作 、 管 理 で き

る 見 込 み で 、 さ ら に 営 農 規 模 拡 大 と い う こ と で １ 筆 増 や し た 農

地 の 所 有 権 を 取 得 す る た め 、 今 回 申 請 を す る こ と と な り ま し

た。以上です。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。 続 け て で す が も う １ つ 。 整 理 番 号

２ 番 、 農 地 法 第 ３ 条 の 申 請 に つ い て で す が 、 初 め て 農 地 を 所 有

す る 場 合 、 最 初 か ら 所 有 権 移 転 を す る の で は な く 、 利 用 権 設 定

な ど を し て 農 地 を 耕 作 し て も ら い 、 申 請 者 の 方 が 農 地 の 耕 作 や

管 理 が で き る と い う 実 績 を 示 し て い た だ い て か ら 改 め て 所 有 権

移 転 に 入 る と い う の が 通 常 の 手 順 だ と 思 い ま す が 、 今 回 は 新 規

で い き な り 第 ３ 条 許 可 で 所 有 権 移 転 と い う 申 請 で す が 、 通 常 の

流 れ と 少 し 違 う わ け で 、 事 務 局 は ど う い う 理 解 を さ れ て る の か

教えてください。   
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ただいまのご質問にお答えさせていただきます。  

犬 山 市 内 で 耕 作 経 験 の な い 方 が 農 地 の 所 有 権 移 転 す る 場 合

は 、 利 用 権 等 の 貸 借 で 一 定 期 間 耕 作 し て も ら い 、 そ の 状 況 を 農

業 委 員 会 で 確 認 し た 上 で 、 農 地 法 第 ３ 条 の 許 可 申 請 と い う 流 れ

ではないですかという趣旨のご質問でした。  

今 回 の 譲 受 人 で あ る 法 人 は 令 和 ７ 年 か ら 農 業 経 営 を 開 始 す る

予 定 で 、 譲 受 人 の 意 向 と し て は 、 自 己 所 有 地 と い う 形 で 始 め て

い き た い と い う 強 い 要 望 が あ り ま し た 。 こ の 法 人 で 実 際 に 農 業

に 従 事 さ れ る 構 成 員 の 方 た ち は 、 す で に 他 市 町 村 で 貸 借 等 の 権

利 設 定 を し た 農 地 や 売 買 で 取 得 し た 農 地 が あ り 、 個 人 単 位 で 農

業 経 営 を さ れ て い る 方 た ち と い う こ と で し た 。 そ の た め 、 事 務

局 で 、 実 際 に 耕 作 を さ れ て い る 農 地 を 現 地 確 認 し た と こ ろ 、 農

地 は 適 切 に 管 理 さ れ て い る 状 況 で し た 。 こ れ に 加 え 、 譲 受 人 の

構 成 員 の 方 は ス ー パ ー 等 の 小 売 店 に 出 荷 し て い る 実 績 が あ り 、

そ う い っ た 点 を 考 慮 し ま し て 、 所 有 権 移 転 を さ れ て も 適 切 に 耕

作 の 管 理 を さ れ る で あ ろ う と 判 断 し 、 今 回 の 申 請 と な り ま し

た。以上です。  

 

ありがとうございました。  

その他、ご質問ご意見いかがでしょうか。  

 

今 の 件 で す け ど 、 田 を 畑 に 変 え て 耕 作 を さ れ る と い う こ と で

すか。  

 

ただいまのご質問にお答えさせていただきます。  

地 図 資 料 の ７ ペ ー ジ に ご ざ い ま す 営 農 計 画 書 の 下 側 の と こ ろ

で 、 申 請 地 の う ち ２ 筆 に 関 し ま し て は 、 作 業 委 託 に よ り 地 元 の

オ ペ レ ー タ ー に 作 業 を 委 託 し て 水 稲 を 引 き 続 き 作 っ て い た だ く

こ と に な っ て お り ま す 。 １ 筆 に 関 し ま し て は 、 水 田 で は な く 畑

作 物 を つ く る と い う こ と で 、 今 後 畑 土 を 盛 土 し て 露 地 野 菜 を 栽

培 す る 予 定 で す 。 残 り の １ 筆 は 水 田 の ま ま 、 そ こ に 畑 作 物 を 作

付 さ れ る と い う こ と で 、 形 態 と し て は 水 田 の ま ま 使 わ れ ま す 。
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ご 質 問 に あ り ま し た 部 分 に つ い て は 申 請 地 の う ち 、 盛 土 す る 土

地 は 該 当 の 土 地 改 良 区 か ら の 地 区 除 外 と い う 形 で 、 手 続 き が な

さ れ ま す 。 水 田 の ま ま 畑 作 物 を 作 付 す る 土 地 に 関 し ま し て は 、

形 態 と し て は 水 田 の ま ま 使 わ れ る と い う こ と に な り ま す の で 、

地 区 除 外 ま で は さ れ な い も の と 説 明 を 受 け て お り ま す 。 以 上 と

なります。  

 

ありがとうございました。  

その他ご質問ご意見ございますか。  

 

同 じ く 議 案 第 ５ 号 の ２ 番 で す け れ ど も 。 申 請 地 付 近 は 引 き 続

き 田 ん ぼ を 耕 作 し ま す が 、 用 水 の 取 水 排 水 に 関 し て 、 同 一 区 画

内 農 地 と 共 有 す る 形 に な る と 思 い ま す が 、 周 囲 の 農 業 者 と 用 水

の 取 水 排 水 に 係 る 協 議 は 整 っ た 上 で こ の 申 請 は 出 て る も の で

しょうか  

も う １ 点 、 水 田 と し て 購 入 し た 土 地 に つ い て は 、 水 稲 で 作 業

委 託 を す る と の こ と で す が 、 た ち い っ た 話 か も し れ な い で す け

れ ど も 、 土 地 を 購 入 し て 、 他 の 人 に 委 託 を す る の な ら ば 、 あ え

て 取 得 す る 必 要 性 が な い よ う な 気 が す る ん で す が 、 事 務 局 は ど

のようにお考えですか。  

 

ただいまのご質問にお答えさせていただきます。  

ま ず １ 点 目 の ご 質 問 で す が 、 申 請 地 は 南 北 に 水 田 が 跨 っ て お

り 、 水 田 作 の 体 系 が で き 上 が っ て る 地 域 に 、 違 う 作 物 体 系 を 入

れ る と い う こ と で 、 そ の 点 に つ い て は 、 周 辺 の 方 と 調 整 を と っ

て い ま す か と い う 趣 旨 の ご 質 問 だ っ た と 思 い ま す 。 こ ち ら に つ

き ま し て は 、 申 請 地 の 一 部 に つ い て は 、 譲 受 人 が 隣 接 の 部 分 も

今 後 土 地 を 所 有 者 の 方 か ら 借 り 受 け て 、 耕 作 を し て い く 予 定 と

い う こ と に な っ て お り ま す の で 、 畔 で 区 切 ら れ た 部 分 に つ い て

は 、 譲 受 人 で 管 理 し て い く た め 、 物 理 的 に 問 題 は 生 じ な い と 判

断 し て お り ま す 。 も う １ 筆 の 申 請 地 な ん で す け れ ど も 、 こ の 土

地 の 部 分 は 譲 受 人 の 方 で 、 畑 作 と し て 管 理 さ れ て い く ん で す
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が 、 西 側 の 農 地 に つ い て は 土 地 所 有 者 が 個 別 に 耕 作 を さ れ て お

り 、 引 き 続 き 水 田 の 所 有 者 が 水 稲 作 を 続 け る と い う こ と に な っ

て お り ま す 。 こ こ に つ い て は 、 法 人 が 取 得 す る 土 地 の 中 で 畔 立

て し て 水 路 を 作 り 、 農 業 用 水 路 か ら 取 水 し た 水 を 西 側 農 地 に 供

給 す る 形 で 隣 地 所 有 者 の 方 と 調 整 は 取 れ て お り ま す 。 ま た 、 該

当 の 土 地 改 良 区 と も 現 地 立 ち 会 い を し て い た だ い て 、 問 題 な い

ことを確認していただいております。  

水 田 内 に 作 る 水 路 の 施 工 に 関 し ま し て は 、 農 業 協 同 組 合 に も

譲 受 人 か ら お 話 を さ れ て る そ う で 、 農 業 協 同 組 合 を 通 じ て 地 元

の オ ペ レ ー タ ー さ ん と 協 議 し た 後 、 通 水 に 問 題 が な い よ う な 形

で施行をしていただくという形になる予定です。  

２ 点 目 の ご 質 問 で す が 、 農 地 法 の ３ 条 で 作 業 委 託 を 前 提 と し

て 所 有 権 移 転 す る こ と に つ い て は 、 基 本 的 に 農 地 を 取 得 し て 、

所 有 者 が 作 付 を し て 耕 作 す る っ て い う の が 一 般 的 で す が 、 今 回

の 作 業 委 託 に よ う に 必 要 な 機 械 や 技 術 が な い 部 分 に つ い て 作 業

委託をすることは、農地法上は想定されてるものになります。  

農 業 経 営 を 行 う と い う 点 で は 、 必 ず し も 法 人 の 中 の 人 員 の み

で 耕 作 す る 必 要 は な く 、 必 要 な 労 働 力 を 外 か ら 確 保 し な が ら 、

収 穫 し た も の を 最 終 的 に は 法 人 名 義 で 販 売 し 、 収 入 と し て 得 る

と い う こ と に な り ま す 。 今 回 の こ ち ら の 申 請 の 内 容 に つ き ま し

て は 、 事 務 局 と し て は 問 題 な い と 判 断 し て お り ま す 。 以 上 で

す。  

 

ありがとうございました。  

よろしいですか。  

 

了 解 し ま し た 。 隣 接 の 方 の 同 意 が 取 れ て れ ば 心 配 あ り ま せ ん

委 託 に つ い て は 、 全 面 委 託 か と 思 っ た ん で す が 、 部 分 委 託 と い

うことでよろしいですか。  

 

今 回 は 全 委 託 に な り ま す 。 作 付 か ら 収 穫 ま で を 外 部 の 労 働 力

に 委 託 し ま す 。 た だ 、 収 穫 物 の 名 義 は 、 法 人 が 権 利 を 持 つ と い
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うことになります。  

 

ありがとうございました。  

その他、ご質問ご意見いかがでしょうか。  

 

１ つ だ け 確 認 し た い ん で す が 、 第 ６ 号 議 案 の 整 理 番 号 １ 番 。

住 宅 が 必 要 な た め 転 用 と い う こ と で 、 権 利 の 種 類 が 使 用 貸 借 権

と な っ て お り ま す 。 通 常 で す と 、 住 宅 を 作 ろ う と 思 う と 、 永 久

に 住 む つ も り で 所 有 権 を 移 転 さ れ る ケ ー ス が 多 い わ け で す 。 今

回 は 使 用 貸 借 権 で す が 、 例 え ば 親 族 間 で 、 相 続 の た め に 当 面 使

用 貸 借 権 で 権 利 設 定 を す る け れ ど も 、 い ず れ 所 有 権 が 移 転 す る

と い う 前 提 で の や り と り だ と 思 う ん で す が 、 念 の た め に そ の 辺

の確認だけさせていただきたいなと思います。  

 

会 長 の 質 問 に お 答 え し ま す 。 こ の 譲 受 人 と 譲 渡 人 は 親 子 関 係

の 方 で す 。 通 常 だ と こ の 場 合 、 分 家 住 宅 と し て 家 を 建 て る ん で

す け ど 、 今 回 、 申 請 地 が 都 市 計 画 法 の ３ ４ 条 の １ １ の 区 域 に 含

ま れ て い る の で 、 分 家 住 宅 以 外 に も 住 宅 の 建 築 が 可 能 な た め 、

本 申 請 も 一 般 住 宅 を 目 的 と し て 建 て る こ と を 計 画 し て お り ま

す 。 将 来 的 に は 相 続 等 に よ り 所 有 権 を 移 転 す る か も し れ ま せ ん

が 、 本 申 請 に つ い て は 使 用 貸 借 権 と な っ て お り ま す 。 以 上 で

す。  

 

ありがとうございました。  

その他ご質問ご意見はございませんか。  

 

最 後 に 確 認 を し た い ん で す が 、 第 ８ 号 議 案 。 １ つ だ け 現 況 が

雑 種 地 と い う と こ ろ が あ る ん で す が 、 雑 種 地 は ど う い う 状 態 な

のか説明をしていただけますか。  

 

会 長 の 質 問 に お 答 え し ま す 。 ５ ５ ペ ー ジ の 申 請 地 に つ い て

は 、 ６ １ ペ ー ジ に 写 真 が 載 っ て お り ま す が 、 国 が 土 地 改 良 事 業
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議長  

 

河村委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

で 土 砂 を 仮 置 す る よ う な 置 き 場 に な っ て お り ま す 。 着 工 す る 時

に は 仮 置 き 場 で は な く な っ て い る と 思 い ま す が 、 現 在 の 状 況 と

しては、写真の状況になっております。以上です。  

 

ありがとうございました。  

その他、ご質問ご意見いかがでしょうか。  

そ れ で は 、 他 に ご 質 問 ご 意 見 も な い よ う で す の で 、 こ こ で 地

区審議をお願いしたいと思います。  

１５分ぐらいということで、１５時２０分まで地区審議をお

願いします。  

午前１５時０５分  地区審議  

午前１５時２０分    開議  

 

それでは、総会を再開します。  

第５号議案、農地法第３条の規定による許可申請書許可決定

について意見の決定を求めます。  

１番について、犬山地区お願いします。  

 

２番の宮田です。  

１番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

２番について、楽田地区お願いします。  

 

９番の河村です。  

２番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第５号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定し

てよいでしょうか。  

  

【全委員  異議なしの声】  
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それでは、本議案について可と決定しました。  

続いて、第６号議案、農地法第５条の規定による許可申請書

意見決定について意見の決定を求めます。  

１番２番について、城東地区お願いします。  

 

５番の安田です。  

１番２番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第６号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定し

てよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  

続いて、第７号議案、農地法第２条第１項の農地に該当しな

い旨の証明願について意見の決定を求めます。  

１番について、楽田地区お願いします。  

 

９番の河村です。  

１番について、地区審査の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第７号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定し

てよいでしょうか。  

  

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  
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田中委員  

 

続いて第８号議案に入りますが、本議案には河村委員、松山

委員が土地所有者、安田委員、田中隆委員が耕作者となってい

る案件がありますので、農業委員会等に関する法律第３１条第

１項より安田委員、河村委員、田中隆委員はしばらくの間ご退

席をお願いします。  

 

【安田委員  河村委員 田中隆委員  松山委員  退席】  

 

第８号議案、農業振興地域整備計画変更に伴う農業委員会の

意見決定について意見の決定を求めます。  

１番、２番について、犬山地区お願いします。  

 

２番の宮田です  

１番、２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

３番について、城東地区お願いします。  

 

４番の齊藤です。  

３番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

４番、５番について、羽黒地区お願いします。  

 

６番の斉木です。  

４番、５番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

６番から８番について、楽田地区の内容となりますが、河村

委員と田中隆委員は一時退席のため、楽田地区の委員は不在と

なることから、本申請については、中立委員の田中幸子委員よ

り意見をお願いします。  

 

中立委員の田中です。 

楽 田 地 区 の 委 員 か ら の 異 議 は 特 に な い と の こ と で す の で 、 番



- 22 - 

縦覧用 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

議長  

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

議長  
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号６番から８番について可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第８号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定し

てよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは、本議案について可と決定しました。  

安田委員、河村委員、田中隆委員は席へお戻りください。  

 

【安田委員  河村委員 田中隆委員  松山委員着席】  

 

続いて報告事項について事務局より報告してください。  

 

議案書の８ページをご覧ください。報告第３号、農地法第４

条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理についてで

す。今月の報告は１件です。  

議案書の１０ページをご覧ください。報告第４号、農地法第

５条第１項第６号の規定による農地転用届出書受理についてで

す。今月の報告は３件です。  

報告は以上です。  

 

ありがとうございました。  

ただいまの報告につきまして、ご質問等ございましたらお願

いします。  

 

何もないようですので、報告は終了しました。  

これで本日予定しました案件は全て終了しました。  

これをもって本日の議事は終わらせていただきます。長時間

ありがとうございました。  


